
令和 ４年 ７月２７日 

報道関係者 各位 

PRESS RELEASE 

KINOKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県紀の川市（市長：岸本 健）は和歌山県司法書士会（会長：阪本 秀人）と

「災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書」を 7 月 7 日に締結しました

のでお知らせいたします。 

本協定は、災害時等において、司法書士による被災者等のための相談支援を円滑

に実施し、市民の不安解消と生活の復興を図ることについて定めたものです。 

協定締結により、司法書士が得意とする法律や登記、書類作成などの分野において

市民がアドバイスや助言を受けることで素早い解決につなげる体制を整えてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県・紀の川市 

和歌山県司法書士会と災害時における 

被災者相談業務の実施に関する協定を締結 

【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 市民部 市民課 担当： 上中・山本 

TEL：0736-77-2511 FAX：0736-79-3924 E-MAIL：ｋ050100-001@city.kinokawa.lg.jp 
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和歌山県紀の川市（市長：岸本 健）は株式会社大瀧商店（本社：紀の川市田中馬場１２７番地７、代

表取締役：大瀧 吉宏）と「災害廃棄物等の処理に関する協定書」を 7 月 8 日に締結しましたのでお知ら

せいたします。 

本協定は、災害及び不測の事態に紀の川市において処理が困難となった災害廃棄物等の処理を円

滑に実施するため、大瀧商店に処理の協力を要請することについて定めたものです。これにより、有事

の際は大量に発生する災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に行うとともに、平時から情報共有等を行っ

ていくことで、万一の災害に備えてまいります。 

 

和歌山県・紀の川市 

（株）大瀧商店と災害廃棄物等の処理に関する協定を締結 
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【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 市民部生活環境課 担当：中嶋・服部 

TEL：0736-77-2511 FAX：0736-77-0914 E-MAIL：k050400-001@city.kinokawa.lg.jp 


